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す
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す
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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

少
子
・
高
齢
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
、
中
長
期
的
な
財
政
構
造
健
全
化
と
経
済
社
会
の
活
性
化
の
必
要
性
が

一
層
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
今
後
の
経
済
・
社
会
の
動
向
に
も
留
意
し
つ
つ
、
歳
出
の
重
点
化
・
選
別
化
に
努

め
る
と
と
も
に
、
税
制
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
、
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
所
得
・
消
費
・
資
産

な
ど
税
体
系
全
般
に
わ
た
る
課
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
抜
本
的
見
直
し
を
行
い
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ

持
続
的
な
経
済
社
会
の
活
性
化
を
実
現
す
る
た
め
の
税
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
円
滑
・
適
正
な
納
税
を
確
保

す
る
た
め
、
制
度
面
・
執
行
面
に
お
け
る
十
分
な
検
討
を
行
い
、
必
要
な
納
税
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

一

社
会
的
に
重
要
性
を
増
し
て
い
る
非
営
利
活
動
を
更
に
促
進
す
る
と
い
う
趣
旨
等
に
か
ん
が
み
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人

に
対
す
る
寄
附
金
税
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
等
を
十
分
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

一

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
策
課
題
の
緊
急
性
、
効
果
の
有
無
、
手
段
と
し
て
の
妥
当
性
、
利
用
の
実
態
等
を

十
分
吟
味
し
、
今
後
と
も
徹
底
し
た
整
理
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

一

新
信
託
法
の
施
行
に
向
け
て
、
信
託
税
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
取
扱
い
を
早
期
に
取
り
ま
と
め
、
周
知
徹
底
を

図
る
こ
と
。
ま
た
、
新
信
託
法
で
可
能
と
な
る
多
様
な
信
託
の
利
用
実
態
を
踏
ま
え
、
信
託
制
度
の
健
全
な
発
展
及
び
適
正

・
公
平
な
課
税
の
実
現
の
た
め
、
引
き
続
き
必
要
に
応
じ
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

一

急
速
に
進
展
す
る
高
度
情
報
化
社
会
に
お
い
て
、
経
済
取
引
の
国
際
化
・
複
雑
化
及
び
電
子
化
等
の
拡
大
に
見
ら
れ
る
納

税
環
境
の
変
化
、
調
査
・
徴
収
事
務
等
の
業
務
の
一
層
の
複
雑
・
困
難
化
に
よ
る
事
務
量
の
増
大
、
納
税
者
の
納
税
意
識
の

維
持
・
向
上
の
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
更
に
は
、
徴
税
等
真
に
必
要
な
部
門
に
は
適
切
に
定
員
を
配
置
す
る
と
い
う
政
府
の

方
針
に
配
意
し
、
今
後
と
も
国
税
職
員
の
処
遇
の
改
善
、
機
構
・
定
員
の
充
実
・
確
保
を
行
う
と
と
も
に
、
職
場
環
境
の
整

備
及
び
事
務
に
関
す
る
機
械
化
の
充
実
に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


